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第２章 環境の状況と対策
Ⅲ　あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための
産業・地域・人づくり

目標と進捗状況

地域資源の活用や交流・連携による地域づくり・人づくり第８節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

埼玉版スーパー・シティプロジェクト
に取り組む市町村数

０市町村
（R２年度末）

２９市町
（R４年度末）

４６市町村
（R８年度末）

地域清掃活動団体の登録数（累計） ７８７団体
（R２年度末）

８９８団体
（R４年度末）

１,０８０団体
（R８年度末）

環境アドバイザー＊及び環境学習応援
隊＊の数（累計）

１８８者
（R２年度末）

２０８者
（R４年度末）

２４８者
（R８年度末）

環境科学国際センター利用者数（累計） ９７７,０３１人
（R２年度）

１,０５１,６９９人
（R４年度）

１,２４６,０００人
（R８年度）

環境アドバイザー
ハイライト表示
地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境に関する豊富な知識や経験を有する人を「環境アドバイザー」として登録し、広く県民に紹介する制度。令和2年度から、「環境教育アシスタント制度」及び「川の国アドバイザー制度」を統合した。

環境学習応援隊
ハイライト表示
企業等から学校に人材を派遣したり、学習プログラムを提供したりすることで、学校における環境学習の取組の支援を行う。事業の趣旨に賛同する企業等を環境学習応援隊として登録している。
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１　環境と共生する持続可能な地域づくりの推進
▪「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進による持続可能なまちづくり
　本県は、令和２年の時点で約７３４万の人口を有するとともに、平均年齢が若い県である一方、総務省が発表した令和３年１０月１日時
点の人口推計では、大正９年の国勢調査開始以降初めて人口が減少に転じました。
　さらに今後は、経験したことがない急速な少子高齢化の波が到来します。
　超少子高齢社会では、地域を支える商業や交通の衰退、空き家の増加による地域コミュニティの活力低下、医療・福祉の費用増加な
どにより、現在の行政サービス水準の維持やインフラの更新が困難になることが予測されるとともに、激甚化・頻発化する災害にも対
応しなければなりません。
　埼玉版スーパー・シティプロジェクトは、こうした諸課題に対応するため、市町村のコンパクト※１、スマート※２、レジリエント※３

の３つの要素を兼ね備えた持続可能なまちづくりを県が支援するものです。これにより、コンパクトで、スマート技術により利便性が
高く、災害に強く、エネルギーも途絶えないようなまちづくりを進めています。

主な実施施策

コンパクト
ハイライト表示
必要な機能が集積しゆとりある“魅力的な拠点”を構築すること。

スマート
ハイライト表示
新たな技術の活用などによる“先進的な共助”を実現すること。

レジリエント
ハイライト表示
誰もが安心して暮らし続けられる“持続可能な地域”を形成すること。
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図８―１　埼玉版スーパー・シティプロジェクトのコンセプト
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図８―２　市町村のエントリー状況
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▪地域資源を活用した取組の推進
　県内各地で地域資源を活用した取組が進むとともに、必要に応じて県内各地域が地域資源の活用のために連携・協力し合う取組が進
むよう、再生可能エネルギー＊の利用拡大（再掲p.２１）、廃棄物の持つエネルギーの活用（再掲p.３２）、都市と山村の連携による森づく
り（再掲p.４３）などを進めます。

▪地域の特性を生かした景観づくりの推進
　景観に関する啓発のため、市町村と協働し、広く参加者を募集して景観まち歩きを実施したほか、景観づくりに取り組むNPOの勉
強会に景観アドバイザーを派遣し、活動を支援しました。
　また、良好な景観形成を図るため、電線類の地中化を実施しました。

▪グリーン・ツーリズム＊の推進
　県内の観光農園や農産物直売所などの情報を収集し、ポータルサイト「グリーン・ツーリズム埼玉」で情報発信するとともに、民間
事業者等の各種イベント開催時など、多様な機会を捉えてグリーンツーリズム・マップ等を活用し情報提供を行いました。

▪史跡・名勝・天然記念物などの指定
　令和４年度は史跡・名勝・天然記念物の新規指定はありませんでしたが、貴重な歴史的景観を構成する建造物（三峯神社拝殿ほか５
棟）の追加指定等を行いました。また、将来の指定に向け、１３件（うち記念物４件）の候補について、埼玉県文化財保護審議会による
調査・検討を行いました。
　国・県指定文化財を後世に伝えるため、県指定史跡「滝の城跡」（所沢市）、県指定天然記念物「廣瀬神社の大ケヤキ」（狭山市）をは
じめ、所有者等が行う６６件の文化財保護事業に対し補助金を交付しました。

▪大規模開発事業における環境の保全
・環境影響評価制度及び戦略的環境影響評価制度の適正な運用
　令和４年度末までの環境影響評価対象事業件数は、法によるものが５件、条例によるものが４４件となっています。また、要綱に基づ
く戦略的環境影響評価は、令和４年度末までに７件となっています。
　令和４年度は、土地区画整理事業に係るもの６件、廃棄物処理施設の設置に係るもの５件の環境影響評価手続を実施しました。

再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

グリーン・ツーリズム
ハイライト表示
緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
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専門家 

本制度は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業等に、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表すると
ともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、これを事業計画に反映させることにより、公害の防止や自然環境の保全を図るための制度です。

調査：計画地と周辺地域の環境の調査
予測：事業実施による環境に与える影響の予測
評価：環境への影響を回避・低減できているかの評価

知 事住民等 助言

環境保全に関する意見

・環境負荷を少なくする計画づくり
・環境保全措置の検討

よりよい
事業計画

調査・予測・評価結果の公表

事業計画

事業者

図８―３　環境影響評価手続
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２　環境の保全と創造に取り組む県民、市民団体、企業などとの連携
▪地域の清掃活動の推進
　ごみ散乱防止の普及啓発や事業者、関係機関との推進体制の整備を促進するため、ボランティア清掃活動団体を支援しています。令
和４年度末の登録団体数は８９８団体です。

▪「彩の国ロードサポート制度＊」の推進
　快適で美しい道路環境づくりを推進するため、登録団体の活動を支援しています。
　令和４年度末で８１７団体が登録し、さいたま市を除く県内全ての市町村で、県管
理道路での清掃や花植えなどの活動を行っています。本県では、団体の活動をPR
する看板設置、清掃用具の貸出し及び花苗の提供などの支援を行っています。

図８―４　地域清掃気軽に登録制度ポスター

写真８―１　彩の国ロードサポート団体の活動

彩の国ロードサポート制度
ハイライト表示
美しい道路環境づくりのため、住民団体・学校・企業などがボランティアで道路の清掃美化活動に取り組む制度。ボランティアで歩道の清掃活動や、植樹帯の花植えなどの美化活動を行う団体に対し、道路管理者の県が、用具や花苗の提供、表示板の設置などの支援を行う。
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▪環境の保全と創造に取り組む県民、市民団体、企業などへの支援
・地球温暖化防止活動推進員＊への支援（再掲p.２５）
・彩の国みどりのサポーターズクラブの活動の充実（再掲p.４２）
・生物多様性＊保全活動団体の活動支援
　地域で希少野生動植物の保護など生物多様性保全活動に取り組む団体に対して、専門家紹介など人的支援を行っています。担い手と
なる団体の活力を向上させることで、県内希少野生動植物種の保護・増殖活動や、外来生物の駆除活動など県民参加による生物多様性
保全活動を促進しました。
・SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト＊の推進（再掲p.５３）
・川との共生に取り組む地域団体などへの活動支援（再掲p.５３）
・彩の国埼玉環境大賞（特集４→特集ページはこちら）

▪九都県市を中心とした連携の推進
　環境問題への取組は、本県だけでなく、首都圏の各自治体と連携することで、より効果的で効率的に対応することができます。この
ため、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）で連携し、３R＊の普及促
進などの広域的な取組を行っています。
　令和４年度は、「チャレンジ省資源宣言」の宣言事業者を募集するとともに、宣言事業者と連携してワンウェイプラスチックや容器
包装、食品ロス＊削減に向けた取組を発信するキャンペーンを実施し、SNS等を活用した広報を行いました（R４.１０.１～１１.３０　協力事
業者３５事業者、ポスター等掲示協力店舗１,２５９店舗）。
　また、食品ロスの削減につながる消費者の具体的な行動を促すため、域内小売事業者と連携し、てまえどりを呼びかけるポップの掲
出を行いました（R４.１０.１～１１.３０　協力事業者９事業者、啓発ポップ等掲示協力店舗９,６０８店舗）。

地球温暖化防止活動推進員
ハイライト表示
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化対策推進法第37条に基づき知事の委嘱を受け、地域における地球温暖化対策の普及啓発を行い、県民、事業者、行政とともに取組を推進する者。

生物多様性
ハイライト表示
地球上の生物及びその生息・生育環境の多様さを表す概念。生物多様性条約では、「すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。）の間の変異性をいうものとし、種内の多様性（遺伝的多様性）、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」と定義している。

SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト
ハイライト表示
埼玉の豊かな川を育む自発的な活動が持続的に行われるよう、県民・団体・企業の取組を県が支援していくプロジェクト。川の国応援団に加えて、個人と企業の参画を得て連携を強化し、川との共生や川の魅力創出に向けた活動を活性化することでSDGsの実現を目指す。

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246825/p013_016_tokushu04.pdf
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３　環境を守り育てる人づくり
▪環境科学国際センターにおける環境学習・環境保全活動の担い手の育成
　環境科学国際センターでは、彩の国環境大学＊を開催しています。環境大学
の基礎課程では幅広い環境問題の基礎知識、実践課程では地域指導者のための
専門知識や手法などを学びます。令和４年度は３３人（基礎課程２３人、実践課程
１０人）が受講しました。

▪学校における環境教育の推進
　児童・生徒への環境教育の充実を図るため、総合的な学習の時間等における
環境教育の講師として「環境アドバイザー＊」に活躍していただいています（令
和４年度末登録数：１５４名）。また、「環境学習応援隊＊」の登録団体が、それ
ぞれの団体の持つ施設に見学の受入れを行うなど、環境学習を推進しています
（令和４年度末登録数：５４団体）。

▪子供の自主的な環境活動の支援
　次世代を担う子供たちの環境意識の醸成や環境保全活動の充実を図るため、
「こどもエコクラブ＊」の活動を支援しています。令和４年度は、４５団体に対
し計５,６１９千円の助成金を交付しました。
　また、こどもエコクラブの活動発表の機会として、「こどもエコフェスティ
バル」を開催しました。

▪ボランティアや企業と連携した環境学習の支援
　「環境アドバイザー」や「環境学習応援隊」により、県民が自主的に行う環
境保全や環境教育を支援しています。

写真８―２　彩の国環境大学（公開講座）

写真８―３　こどもエコフェスティバル

彩の国環境大学
ハイライト表示
地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを育成することを目的とした環境学習講座。基礎課程と実践課程がある。

環境アドバイザー
ハイライト表示
地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境に関する豊富な知識や経験を有する人を「環境アドバイザー」として登録し、広く県民に紹介する制度。令和2年度から、「環境教育アシスタント制度」及び「川の国アドバイザー制度」を統合した。

環境学習応援隊
ハイライト表示
企業等から学校に人材を派遣したり、学習プログラムを提供したりすることで、学校における環境学習の取組の支援を行う。事業の趣旨に賛同する企業等を環境学習応援隊として登録している。

こどもエコクラブ
ハイライト表示
幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することで、身近な自然を大切に思う心や、環境問題解決のために自ら考えて行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的とする。
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▪環境科学国際センターにおける各種公開講座の実施
　環境科学国際センターでは、子供から大人まで環境問題について体験学習で
きる展示館や生態園などの環境学習施設を開設しています。平日は小学校の社
会科見学、休日は子供連れの家族の利用で賑わっています。令和４年度のセン
ター利用者数（展示館入館者数、環境学習講座・イベント等参加者を含む）は、
４２,８７５人でした。

▪自然の博物館や川の博物館における学校支援、レファレンス＊対応の充実
　常設展や企画展等を通じて県内の自然環境について学習する機会を提供し、
令和４年度は自然の博物館で９９校４,２２０名、川の博物館で２８７校１８,５３１名の学校
利用がありました。出張授業や現地屋外等における体験学習等を、自然の博物
館が３９校２,１７５名に対して、川の博物館が５５校３,１８４名に対して行ったほか、自
然の博物館では教員研修を３回１０３名に対して行いました。また、県民、来館者、
マスコミ等から寄せられる自然環境に関する問合せ４５４件に対して回答しまし
た。

写真８―４　展示館（チャレンジエコドライブ）

レファレンス
ハイライト表示
利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、情報そのものや必要とされる資料を検索・提供・回答する業務。
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▪自然体験や講座など様々な機会における環境学習の実施
（１）自然体験・学習施設における環境学習の推進
　自然とのふれあいのための施設を設置しており、平成１８年度から指定管理者制度を導入し管理運営を行うとともに、自然観察会など
生物多様性＊の保全に関する事業等を実施しました。

（２）自然公園、自然歩道などの利用促進
　県内の自然公園における歩道や園地などの施設については、利用者が安心して快適に利用できるよう適正な管理を行いました。また、
自然公園利用者に対して助言指導、自然解説及び情報提供などを担う指導員の養成と活動支援を行いました。

写真８―５　定例自然かんさつ会（埼玉県自然学習
センター・北本自然観察公園）

写真８―６　里山体験教室『落ち葉かき』
（さいたま緑の森博物館）

生物多様性
ハイライト表示
地球上の生物及びその生息・生育環境の多様さを表す概念。生物多様性条約では、「すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。）の間の変異性をいうものとし、種内の多様性（遺伝的多様性）、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」と定義している。
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表８―１　自然とのふれあい施設の整備・運営状況
施設名・施設の案内 主な事業実施状況（令和４年度）

埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園（北本市）
　平成４年開設。北本自然観察公園は、都市に自然を呼び
戻し、身近な自然とふれあえる都市公園（アーバンエコロ
ジーパーク（自然生態観察公園））。自然学習センターは北
本自然観察公園内にあり、自然について学習し理解を深め
るための施設。館内観察ロビーからは望遠鏡を使って公園
内の生き物を観察できる。
指定管理者：（公財）埼玉県生態系保護協会

１　定例自然かんさつ会� １１７回
２　野鳥観察イベント� １９回
３　ホタル解説ナイト� １６回
４　３０周年スペシャルクイズラリー� ４８回
【R４　入館者数：７１,７９４人】

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター（所沢市）
　平成６年開設。狭山丘陵の身近な自然とのふれあいを通
して、自然の大切さ、自然と人とのかかわりを考える施設。
センターエリアの他、それぞれのテーマを持つ５か所の自
然観察スポットがあり、歩きながら自然とふれあうことが
できる。
指定管理者：（公財）トトロのふるさと基金

１　植物画講座（基礎／中級）� ２６回
２　狭山丘陵自然観察会� １６回
３　里山体験講座� ５回
４　ガイドウォーク� ２６回
５　環境教育活動の支援� ３２回
６　企業や行政との連携イベント� ８回
【R４　入館者数：２５,３１６人】

さいたま緑の森博物館（入間市・所沢市）
　平成７年開設。狭山丘陵の雑木林や湿地など自然そのも
のを野外展示物として、エリア内の自然観察路を散策しな
がら自然とふれあい、観察できる施設。
指定管理者：（株）自然教育研究センター

１　自然観察会� ５回
２　里山ようちえん� １０回
３　食育体験教室� ８回
４　週末ガイドウォーク� １６回
５　里山体験教室� ５回
６　緑の森フェスタ２０２２� １回
【R４　入館者数：３３,１３０人】
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（３）脱炭素社会＊の実現に向けた環境学習の推進
　「エコライフDAY・WEEK＊埼玉」（再掲p.２４）のほか、子供の頃から地球温暖化への理解を深め、率先して省エネ行動を実行できる
よう、県が作成した漫画で学べる副読本を主に小学校高学年を対象とした授業等で活用していただきました。

（４）循環型ライフスタイルの定着に向けた支援
　３R＊（発生抑制「リデュース」、再使用「リユース」、再生利用「リサイクル」）を推進するため、県政出前講座や３R講座、食品ロ
ス＊専門家派遣事業により、循環型社会について学習する機会を設け、循環型社会への理解促進を図っています。

（５）森林環境教育や木育＊の推進（再掲p.４４）

（６）「みどりと生き物」の学習コンテンツの活用（再掲p.４１）

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による除去量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

エコライフDAY・WEEK
ハイライト表示
自らの行動でCO2排出量の削減効果が理解できる簡単なチェックシートを利用して、参加者にCO2削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取組。

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

木育
ハイライト表示
子供から大人までを対象に、木材や木製品とのふれあいを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらう教育活動。




